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書評論文

山 口定 ・佐 藤春 吉 ・中島茂 樹 ・小 関素 明 編 『新 しい公 共性一 その

フロ ンテ ィア』,長 谷川 公 一 著 『環境 運 動 と新 しい公共 圏 』

藪 谷 あや子(人 聞環境大学)

山口他編 「新 しい公共性一そ のフロ ンテ ィ

ア」 は,多 彩 なディシプ リンが 「新 しい公共

性 テーゼ」 ともいうべ き問題関心の もとに結

集 し,公 共性論 の新展開 をめざす意欲的 な論

文集 で ある.ラ イ ンナ ップ は政 治学 ・憲 法

学 ・哲学 ・思想 ・比較文化論 ・歴史学 ・社 会

学 ・経済学 ・地方 自治体論 ・メディア/コ ミ

ュニ ケー シ ョン政策 の,実 に15人 で組 まれ

ている.

副題 の 「フロ ンティア」 には,グ ローバル

化,ポ ス ト社会主義,ア フ ター ・フォーデ ィ

ズム,EU拡 大等,1990年 代 以降の政治 ・経

済的背景 と,① 福 祉国家 の危機,② 市場 原理

の隆盛,③NPOINGOの 台頭 とい った く政

府 ・企業 ・市民セ クター〉の関係性 の変化 を

ふ まえ た最新 の理論動向の紹介 をベ ース に,

それ以前の公共性 議論 と画 され る 「新 しい公

共性」の 「新 しさ」の所以 を各分野か ら切 り

出そう とす る意気込みが うかがわれる.

序 章:山 ロ論文 は,「 市民社会論」 リバ イ

バ ル,「 新 しい公益 」論,国 家 を強 く意識 し

た 「公 民」論,「 新 しい公共性」論等 々にみ

られる ように,経 路 依存性 が強 く,多 義的,

論争的 な現在の公共性議論の混迷状態 を整理

し,課 題 とその打 開の方向を示 そ うとす る.

本章 の,① 立脚 点 と目標 は,「 公 ・私二元

論」 を批 判 し,「 公」で もな く 「私」で もな

い公共性概 念の構 築をめざす ことである.②

問題意 識 は,「 公 と私 を結 びつ ける もの と し

ての公共性 」お よび 「私利私欲 が公共性へ と

転 じる論理 の重要性」である.筆 者は,前 者

を丸山眞男 の うちに,後 者を加藤典洋 のうち

に共通 の もの を見 出す.(公 共性 概念 の再発

見).③ アプ ローチは,「 公」 と 「公共(性)」

を区別 しつ つ,「 公共(性)」 の観念を,「 公」

と 「共」 とい う2つ の構成要素 に分解 して点

検 し,そ の上 で両者の再結合を図るものであ

る.(公 共性概念 の解体 と再構成)

以上①②③ は,非 西欧的 なプロセス を通 じ

た市民社会 を実現す る契機 を模索する姿勢 と

ともに,第6章:小 関論文 と第11章:富 野

論文に も共通 している.

三者は各 自の専 門分野 に応 じた方向性 を提

起す る ことに向か うが,「 共」概念 に着 目す

る筆者は,長 谷川公一の 「社 会的共同性」の

語 に刺激 されつつ,そ の現代 的展開を論 じる

金子勝 のセーフテ ィネ ッ ト論 と地域社会の コ

ミュニティのあ り方 に契機 を見出してい く.

筆者 は,「 官」が 「公」 を独 占して きた と

いう日本 の経過 をふ まえて,近 年の公共性 を

め ぐる状況 に期待 を寄せ つつ も,① 社会 とし

て見た場合,「 市民 的公共性 」がなお未成熟

であ るこ と,② 理 論分野 で も,「 理 論的定位

や枠組 みの検討に集中 してお り,具 体 的な制

度構想や制度改革へ の手 がか りとなるような

問題整理が得 られない.」 と実践へ の焦 りも

表明 し,「 公共空 間」 と区別 される正 当性基

準 としての8つ の公共性規準 を示 している.

〈第1部=公 共性理 論の新 しい視 角〉は,

第1章 か ら第4章 が公 共 圏の基礎理 論,第

5・6章 がいわば公共性論私論

基礎理論部分では,公 共圏論お よび分配的

正義論の概 要 と課題が,そ れぞれアー レン ト

とハ ーバーマス,セ ンとロールズ という先駆

者 と革新 的継 承者 の対 比 を とお して示 され

る.ハ ーバ ーマス理論 を直接テーマ とする章

は立て られていないが,彼 の公共圏論 こそが

第1部 全体 を支 える論理展 開の基盤 となって

いる.
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比喩的 にい うな らば,第1部 は,ハ ーバー

マスの手 による記念碑的建造物 「公共空 間劇

場」で演 じられる三幕物であ る.第 一幕(佐

藤春吉論 文)〈 古典 古代 的公 共圏〉,第 二幕

(佐藤和夫論文)〈 近代市民 的公共 圏〉,第 三

幕(西 川論文)〈 現代 的公共 圏〉.最 終場面で

は,対 抗的公共圏の訴 えに応答する分配 的正

義論(後 藤論文)が 示 される.

主 役 を 順 に ア ー レ ン ト,ハ ー バ ー マ ス,フ

ェ ミニ ズ ム(対 抗 的 公 共 圏)と 見 立 て る な ら

ば,幕 ご と に そ れ ぞ れ 後 続 者 に 異 議 申 し立 て

を 受 け て い る 。 と い っ て 筋 書 き は 直 線 的 に は

進 行 し な い 。 と く に ア ー レ ン トと フ ェ ミ ニ ズ

ム は,ニ ア イ デ ンテ ィテ ィ 」 と い う 地 下 水 脈

で 通 じて い る よ う に み え る 。 本 書 評 が 対 象 と

す る 二 冊 と も に,ア ー レ ン ト理 論 の 核 心 で あ

る 「か け が え の な さ(uniqueness)1,「 ア イ

デ ン テ ィ テ ィ」 が キ ー ワ ー ド と さ れ て い る.

佐藤春 吉論文 は,独 特の概 念で構成 される

アー レン トの思 想を公共空間理 論の原型 とし

て{府瞳す る論考で あ り,第1部 全体 の方 向 と

射程 とを定める重要な位置 にある。

アーレン トは,消 費社会化や大衆社会化に

よる 「世界」の破壊傾 向,現 代社会の危機を

「公共空 間」 の喪失 の うちにみ た。 公共 空聞

は 「唯一存在(uniqueness)」 としての人問

の 「現れの空間」 であ り,そ の喪失 は人間の

条件 であ る自由 とリア リティの喪失 を意味 し

ているか らである.彼 女は,徹 頭徹尾,自 由

とリア リテ ィの空間 としての公共空 間の復権

をめ ざ して理論構築 に精神 を注 ぎ込 む。「世

界」 「権力」「革命」等 の政治概念 とその理論

は,こ の 目的のための彼女独特のラデ ィカル

なものであ り,通 常の用法 とは大 きく異なる,

筆者 は用意周到 に も,「 ハ ーバ ーマスの視

点 を交えて」 アー レン ト公共空聞論 の貢献 と

批判 を示す.そ れ らは どれ も妥当な ものであ

り,評 者 はそれ らを支持 したうえで,① アー

レン トが先駆的 に意味づけた 「アイデ ンテ ィ

ティ」 と批判的 な視点を もった 「親密 圏」の

概念が現代 的公共空間論構築 のエ ンジ ンとな

っているこ と,② 彼女が リア リテ ィ問題の答

えとして示す 「唯一存 在の逆説的複 数性」 と

いう共同態 を共同性 の契機 として注 目したい.

佐藤和夫論 文は,佐 藤 春吉論文 をうけて,

現代 の根深 い危機 の一つ と して,少 年犯罪,

ひ きこ もり,DVな ど家族 ・親密 圏でおこる

問題 をアー レン トの公私観の視角か ら読み解

く論考である.そ れ らの病理的行動が 「私事

の空間」の出来事 と して黙殺 されて きたこと,

社会 に強制 されたアイデ ンテ ィテ ィによって

自分の思いを多 くの人が 「公の場」で語れな

かったことをあげて,そ の ような弱者の沈黙

の上 に立って 自明な もの とされて きた従来の

「公私境界」の あ り方や 「公共性」 の内容 を

問い,親 密圏の問題が政治的 ・公共 的議論の

対象 とされ るようになったことに,親 密圏か

らの公共性概念 を再編 成す る出発点をみ る。

ここで も重要な役割 を演ず るのはアー レン

トであ りハーバ ーマ スは言 及 されていない。

にもかかわ らず,筆 者 が,① ―全体主義文化 を

導引 する孤独へ つながる道 としてアー レン ト

が警鐘 を鳴 らした人間存在のかけがえのなさ

の危機,② 家族 ・親密 圏における規範 と実態

のギ ャップ,② ② を隠蔽 して きた日本的な条

件 としての高度成長期に完 成 した物 質至上主

義,の 三つの要因 をあげて家族がは らむ問題

をときおこす とき,浮 かび上 がる真 のテーマ

はハ ーバーマ ス的市民的公共 圏の限界 と抑圧

の側 面であ る、。

西川論文 は,フ ェ ミニ ズムを旗手 とす る対

抗的公共 圏が民主主義 と公共圏概念に関す る

生産 的 な論 争 を展 開 し,「 新 しい社会運 動」

の文脈で 「多元的主体に よる公共空間」 の地

平 を切 り拓 いて きたことを高 く評価 する論考

であ る。対抗的公共圏は,性 ・人種 ・民族 ・

障害等 々,属 性的 な要因 を根拠 とした差 別や

格差 へ の異 議 申 し立 て運 動 として ス ター ト

し,産 業社 会の 中核的 システムか ら排 除 され

てい る人々を代弁 し,少 数者が訴 える社会 の

矛盾 に遡 るこ とな く多数決制 と代議制 として

のみ機能す る現行民主主義の形骸性,形 式性

を指摘 し,そ れ に替 わ り少数者をエ ンパワー

する機動 的な 「新 しい民主主義」 を要請 して

きた.
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即 ち,対 抗 的公共圏は,近 代市民的公共圏

のア リーナの単一性,階 級性,イ デオロギー

性 を明 らか にしたが,か かる 「アリーナ」 は

「公 ・私の境界」 と読み替 え可 能であ る.近

代市民的公共圏の主流派市民に よって,① 恣

意 的,状 況依存 的に定義 されて きた 「公私境

界」,② 近代市民 的公共 圏を支 え,自 明の も

の とされて きた公共性,③ その随伴者 として

の民主主義.こ れ らの再検討が当事者のみな

らず社 会に とって必要であ るこ と,即 ち,自

己覚醒(気 づ き)を 通 じて社会 に覚醒 を促 し

つつ,公 共性 と民主主義のバーシ ョンァ ップ

に挑戦 してきたのである.

しか し,ポ ス ト ・ジェンダーの課題 もみえ

て きた.女 性問題は,家 父長制や階級闘争 と

いった古典的視角か らジェ ンダー概念 にシフ

トす るこ とに よって性別 を越 えて広 がった.

次 には,あ いかわ らずの性差別か ら特定の遺

伝子の有無 にまで拡 大 した諸差別の実態 と,

差別を再生産す る社 会 と自己の うちにあるメ

カニズム を問い,そ れ らを自分に とってかけ

が えの ない(unique)ア イデ ンティティと

して組み替え,獲 得 し直す作業が残 されてい

る(自 己決定 と自己表出).

対抗 的公共圏はマ イノリテ ィである ことを

問題視 して形成 され,果 敢 に問題提起 して き

たが,被 害者 とい う自己定義を越 えて,マ ジ

ョリテ ィとマ イノ リティとい う二分法を克服

しうる 「新 しい共 同性 と公共性」概念 につ き

あたったのである.

こうした最先端の課題 と切 り結ぶ もの とし

て,重 層 的ア イデ ンテ ィテ ィの 自己統合 と,

それを受容す る公共的熟議の制度化,さ まざ

まな集合体 を含む社会 システム との関係のな

かで社会的合意 に向か うメカニ ズム とダイナ

ミズムを具体化す る試み としての,セ ンによ

るロールズ正義論再構築がある.

ロンテ ィアとしてのセ ンの理論的軌跡 を明快

に示 してい る.

セ ンの問題意識は,多 元 的民主主義 をとお

して,⑦ 公共的ルールの制定 ・改定 プロセス

を,次 に② 公共的判 断のあ り方を拡張するこ

とであ る.こ れはロー ルズの理論的弱点 とい

う地点ではな く,到 達点 をさらに乗 り越 える

こ とを意味す る.

第一の峰は,セ ンが,制 定者 の認識 的条件

は民主主義 的な権能が人々に よって行使 され

る状況の もとで発現する と考 え,正 義 に基づ

く視点 を政治 的決定 プロセスに組み込 む地点

である.こ こで多様 な目標 をバ ランスづける

「整序 的な権利=社 会 的 目標 システム」 が提

起 される.

第二 の峰 は,自 立的な活動集団の上位の集

合体 としての 「社会」 をいか に把握す るかの

地点である.ロ ールズが,ル ール制定者たち

とその代表集団 との政治的同質性 を仮定 した

のに対 して,セ ンは,特 定の地域共同体や組

織 に深 く埋 め込 まれた自我 を引 き剥が し,異

なるポジシ ョンやカテゴリーか ら問題 を捉 え

返す 「ポジシ ョン依存的客観性」 を提起 した.

セ ンは,複 数 の集団 にまたがる個人の自己

統合化 に成功 した多層 的な個人像 をもとに,

複数の集団が重 な り合いなが ら上位 原理 を共

有 し,そ の ような集団が さらに重 な り合い な

が ら高次原理 を共有するプロセスを展望 して

いるのである.他 者 にお しつ け られたアイデ

ンティテ ィが人間の発達 を阻むとし,ア イデ

ンテ ィティを主体的に とらえ返す条件 として

人 と 「財」 の 「潜在能力」 とその関わ りあい

を考察 したセ ンが,民 主主義のOS的 機 能 を

理論的に組み込み,自 分 自身が民主的 に合意

したルールによって 自己の幸福や傾向性 を適

正に制約す ることを自由の保 証 とした経過が

よくわか り,難 解な理論が身近 なもの となる.

後藤論文は,公 共空間にアクセスで きない

人々を死重 として,万 人に平等に資源 を分配

する方法 を論 じる分 配的正義論 を手際 よく解

説す る論考である.規 範 的なロールズ正義論

の限界 を内在的に克服 し現実的な もの として

機能 させ るために,た ゆまず挑戦 してい くフ

立石論文では,資 源分配の現場 で分配的正

義ルールが出会 うであろ うさまざまな質疑応

答,例 えば,① 分配的正義が形成 される範囲

や状況,② 合意 されるべ き価値,③ 分配 の基

準 や根拠等が,筆 者独特の語 り口で,副 題 ど

お り 「要約 と課題」 として列挙 されている.
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① では,「 福祉 「国家」 として,成 員を 「国

民」 に事実上限 って しまうが,分 配の範域 を

限っている ことが問題」 としつつ も,「 人は

具体的な関係の 中で共感 し同情す るあ り方を

捨象 している」 ことを問題視 している.こ れ

は第8章 のEUの ア ポ リアそ の ものだが,

〈分配す る側〉 と 〈分配される側〉の関係 と論

理,即 ち,② ③ を絡めての展開 を期待 したい.

また,「 家族内労働 を有償化 ・社 会化す る

こと自体は負担 の総量 を増 や さない.負 担 と

ともに利得が増 える」 と述 べ たうえで,「 一

人一人のあ り方 を認め ること」 を 「分配の問

題 」 として語 るこ とを疑問視 している.② の

視点を固定 した場合の興味あ る論点である。

家庭内労働 は,「 仕事 」か 「労働」 かの個

人の価値観で意 昧が違 う性格 をもつ労働の典

型である。ただ し,筆 者がい う形で件の労働

が担われるには,社 会 的な支援 システムが整

備 されてい ることが必要条件であ るが,十 分

条件 でない。 その意味で は,「 一 人一人のあ

り方 を認 める」 ことは分配問 題に集約 され る

ものではないが,分 配問題 に強 く制約 され る

とい うところであろうか。

小関論文 は,歴 史学 が,公 共性(論)お よ

び市民的公共空 間(論)と どう対峙 してきた

か を内省的に総括す るなかで,歴 史学のアイ

デ ンテ ィテ ィを考察す る論 考である。筆者 は,

㊦公権力 に対す る抵抗権 の脆弱性 とい う日本

近代社 会の特徴 が,<近 代 日本の公権力確立

過程が住 民の私有権 を創 出す るこ とを条件 と

した〉 とい う主権国家化の歴 史的経緯に淵源

す ること,そ れゆえに,② 日本の近代歴史学

では,国 家 と公共空 間は常に背反的な力学 的

関係 にあ るもの と受 け とめ られて きたこ と,

この ことか ら,③ 歴史学 にお ける国家あるい

は公共空間へ の姿勢 は,戦 前 ・戦後 とい う時

間的差異 とともに,歴 史の認識主体(研 究者)

の(天 皇制)国 家 とどう向 き合 うか とい う姿

勢に強 く規定 されていたこ とを指摘す る.

即ち,戦 前においては,〈社会契約説的な

権力編成原理を排 し,公 権力 とその基礎にな

る社会が国民の合意と契約以前に存在するこ

とを自明視する〉社会有機体説 とその激烈な

批 判者 としての皇 国史観,戦 後 におい ては,

マルクス主義 史学 とそ の代表的批判者 として

の丸山眞男 との主体性論争がある.

とくに,近 代 的 自我 の確立 をいう 「丸山的

なもの」 を一種 の仮想敵 としつつ 自己形成 し

て きたマ ルクス主義史学 にとっては,市 民的

公共空間 は受容すべか らざる概念 であ った こ

とが説得 的に示 される.

ともあれ,敗 戦 を起 点 とす る日本の 「公」

「私」 の再建過程.そ れ は,① 日本 国民 が天

皇を頂点 とす る家父長制か ら解放 され る個人

の 自立過程 と,② 冷戦 体制の もとでの圧倒的

なアメリカの軍事 的 ・政治経済的 ・文化的影

響に規制 され なが らの独立 日本の建設過程

とい う両者が重な る時代であ り,歴 史学者が

公共性(論)と 向 き合 うことは,戦 前 とはま

た違 う形 で,個 人が国家に向 き合 うことを意

味 し。思弁的 な営為で はな く研究者の生 き方

に関わる思想的実践 であったことを私 たちは

知 る.筆 者 は,「 公権力 と公共空問はつ ねに

国民国家 の虚偽 に毒 された もの として一蹴 し

続ける態 度を克服 し,異 質な入間に よって構

成された集 団が いか に自覚的な合意に基づ い

て公権力 を構成 し,そ れ との緊張関係を維持

しえ るのか という問題意識 を組み こんだ新 た

な歴 史学 を立ち上 げる こと急務であ る。」 と

結んでいるが,こ れ は歴史学だけにとっての

総括ではない はずだ。

〈第2部1公 共性問題 と政治経済学の新展

開〉では,主 として 日欧の現代の政治状況,

市民社会形成過程 の違 い,グ ローバ ルな力関

係の もとでの南北 の社 会概念のね じれ,メ デ

ィア環境 の変化等,公 共性 と民主主義 をめ ぐ

るさまざまな現代的位相が描かれてい る.

篠 田論文 は,EUの 文脈での公共空間論の

フロ ンティアとして,P.ハ ー ス トの ガバナ ン

ス論 を紹介す る論考である.統 治者 イメー ジ

を国家が独 占する 日本 ではガバナ ンス論 は政

治的 リアリティに欠け,企 業統治論 に しか生

かされてい ない.欧 州で も,ガ バナ ンス論 は

アフ ター ・フォーデ ィム における自主 的な調

整様式,統 治様式 と して提起 され,当 初の規
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範的 ・システム論 的性格 ゆえに政策的操作性

に欠けるとして,現 在で も批判 され るむ きも

ある.

しか し,バ ース トの議論の特 徴は,国 民国

家による独 占的統 治に代 わる多元的主体 のう

ち,公 共性 を担 う媒介団体的 ファクター とし

てアソシエ ーシ ョンを核 と した実践的プロジ

ェク トを提起 している点であ る.

即ち,地 域 ガバ ナ ンス実現の過程は,市 民

社会が 国家 か ら公共性 を取 り戻す 「(再)公

共化」過程 と位置づ けられてい るが,こ の過

程 は単に コミュニケーシ ョンによって実現 さ

れるのではな く,経 済 ガバナ ンス(地 域産業

公共空間)と 社会 ガバナ ンス(福 祉 ・環境 に

関与するセク ター)が 相 まって,企 業や公的

サー ビス機 関を自己統治(調 整)的 アソシエ
ーションに転換 させ る体系 的戦 略プロジェク

トである と同時 に,エ ンパ ワー された多様な

アソシエ ーシ ョンによってデモ クラテ ィック

に地域公共空 間を地域 ガバナ ンスへ と進め る

デモクラシー論 として展開 されている.

これ を,第11章 の富 野 論 文 が提 起 す る

「地域社会 におけ る 「公共性 」の解体 と再構

築 を内容 とす る地方 自治改革」や,長 谷川著

[2003]が 提 起す る 「コラボ レー ション」 と

比較すれ ば,同 時代 的,世 界史的課題 に直面

し,類 似 した政策が提起 される としても,日

欧米におけ る公 ・共 ・私 の関係の実態 をとお

して政策展 開の基盤の違いが明 らかになろう.

中村論文 は,EUの 将来像 をめ ぐる ドイッ

での論争 をとお して,国 民国家 を超 える 「欧

州国家」 と 「欧州公共 圏」の可能性 を考察す

る論考である.

論争で は,EU推 進 とい う外在的圧力 と多

民族 国家 とい う内在 的圧力 に挟撃 されて国民

国家的公共 圏が揺 らぐなか,地 域 ガバナ ンス

とEUガ バ ナ ンスの,ロ ー カル ・ナ シ ョナ

ル ・リージ ョナル という,多 層的で輻藤 した

緊張空間の もとで の分権 を前提 とした地域統

合 と地域競争 を通 じて,〈 経済 ・環境 ・文化〉

の持続可能性 を追求す ることに よって生 き残

ろ うとする欧州の企 ての,し たたかな 「市場

的側面」 と 「社会的側面」の意義 と矛盾が確

認 で き る.

かか るオ ッフェ ・ハーバーマス論争 におい

て,筆 者 は 「文化 の国民 的な多様性」や 「寛

容 と共生 と論争 とともにある自省」 を欧州共

通の旗 として掲げる推進 派ハーバーマ スを支

持 しつつ も,そ れが規範 的にす ぎ,現 実には

EUが グローバ リゼー シ ョンに対応 した経 済

競争力強化 を掲 げてガバ ナンス ・ネ ットワー

クの内側 に市民社 会の行為主体 を組織 してい

る事実,要 す るに,EUレ ベルでの体制へ の

取 り込み とい う現実 の共犯関係 をみていない

と指摘 している.

とはい え,現 在 の ところ,そ れに代わる旗

は見 当た らず.EUの 「社 会性」理念 と競争

的市 場 の現実 との問 にあ る矛盾 は避 けが た

い.し か し評者 としては,逆 にそうであるか

らこそ,EUの 空 中分解 を避け るために も,

競争的市場 と拮抗す る 「欧州の社会性」 を具

現化す るべ く,地 方分権 と市民 セクター活用

とい うリアルな政策的基盤が存在する と考 え

る.

なお,個 人的 には,①EU中 心 国の ドイツ

の論争 だけで な く,既 に工場用地 としてEU

内分業 に組 み込 まれ ている中 ・東 欧諸 国や,

西方キ リス ト教世界 に属 さない トル コとロシ

アの議論があ れば,EUの アイデ ンティテ ィ

の見地 か らよ りインパク トがあったであろう

こと.②EU拡 大の布 石 として進捗 してい る

環境整備政策の結果 とみなされ る欧州世論の

変化 の紹介 は,EU論 争 を判断す る材料 を提

供す る もの と して非常 に有益であること,を

指摘 してお きたい.

宮本論文 は,長 年 にわたる調査や運動か ら

得 た知見 に基づいて,日 本の公共事業がいか

にDevelopment至 上主義で あったかを総括

し,そ れ をSustainabili七yを 前提 とした もの

に転換 させ るにあたって,世 界各地の豊富 な

例示的実践 を紹介 し,そ こか ら公共性概念 の

現代的定義を示す論考である.

立 論 の 特 徴 は,①Sustainability概 念 は,

単 に 公 共 事 業 改 革 の 指 針 と し て だ け で な く,

Sustainable-cityやSustainable-societyの 枠

組 み の 中 で と ら え られ て い る こ と,② 〈開 発
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反対→ 自然保全 → 自然再生 ・復元〉へ とよ り

積極 的なレベルに進 んでいるこ と,③ ニー ズ

と企画,事 業決定の プロセス,効 果の帰属等,

事業に関す る情報公 開に もとつ いた市民参画

等,公 共性 と民主性 につ いての新 しい評価軸

が設定 されていることである.

なお,筆 者 の内発 的発展 論 とバー ス トの

「地域産業公 共空間」 との類 似性,沖 縄 の地

域経済調査や公害運動 に もとつ いて早 くか ら

国家的公共性の権力性 ・欺瞬i性を指摘 し,現

代的公共性 を形成すべ しとす る提起 など,筆

者 は1960年 代 後半か ら既 に本書 の コンセ プ

トを先導 して きた。本書 で も,理 論 と実践,

日本 と世界 を回路づ ける貴重 な論考 となって

いる。

中富論文 は,公 共空 問論 の視点か ら戦後憲

法体制 と沖縄問題 を論 じ,沖 縄 における公共

性 を検 出す る。〈政府,沖 縄県,名 護市,日

本〉か らなる多層的公共圏の,沖 縄軍事基地

撤回 をめ ぐる交渉関係 は,い かなる経過でい

かなる公共性論理に収敏 されていったのか.

太 田知事の代理署 名拒 否 を支持す る県民投

票 によって,い ったんは 目本 全体が この問題

に対す る公共 圏 とな るか にみ えた。 しか し,

国会の議論,名 護市の市民投 票,沖 縄 県 と政

府の交渉等紆余曲折 を経て,結 局は司法によ

る原則的解決(最 高裁 判決)以 外の道が閉ざ

されたこ とを受けて沖縄振興 策 と引 き換 えに

政治的妥協が図 られた ことで,日 本の世論 は

急速 に冷 えた.新 しい コンセ ンサス を生み出

す に足る 日本規模での公共空 間は形成 されず

に事態は収束 したのであ る.筆 者 はその経過

を もって,「 沖縄 の公共性 は軍事的意味での

寄与であ り,そ の見返 りとして,沖 縄が求め

た地位協定の見直 し,基 地 の縮小の代わ りに,

経済的援助が対置 されて きた という現存の公

共性 が維持 された」 と結論づける.

沖縄県民 は,〈 経済振興 〉 と く平等 な地位

要求〉 とい う二つの旗 を択 一的に選ばなけれ

ばならないのだろ うか.こ れに答 えるに必要

な,日 米安全保障体 制や 自律 的な地域経済振

興策 を論 じる能力 は評者 に はない.た だ し,

知事の交代 とい う多数決民主主義の背後 にあ

る,制 度的公共圏 としての司法 と政府 とい う

二つの権力的公共性の共犯関係 は,長 谷川著

[2003]が 論 じる公害訴訟 における裁判所 の

司法消極主義 とともに,銘 記 してお きたい.

黄論文 と津 田論文 は,国 家 とメデ ィアの対

抗 ・共 犯関係 の もとで 脆弱化 した市 民社 会

(植民 地化 された生 活世界)の 再生 に不可 欠

の条件であ る公共性=公 共圏の再生 を扱 う論

考.こ れは,公 共 圏論の伝統的次元 におけ る

公共性の危機の構図である.

今 日では,両 者 は,㊦ 肥大化 した国家,②

権力化 したマ ス ・メディア,と してそれぞれ

に自立性 を強め,規 制緩和や市場競争激化の

なかで これ まで 自明の もの とされて きた放送

の公共性 はいっそ う危機 的な状況にあ る。

しか し,そ の一方 で,グ ローバルなネ ッ ト

ワー キ ング能力を飛躍的 に高めるパ ーソナ ル

なiTツ ー ルの普 及 を技術 的基礎 と して,③

市民 的公共圏 を現 代の メディア環境 にお いて

活性 化す るパブ リック ・アクセスが世界各地

で広が りつつある という希望 もある。国家 と

既存放送事 業者 だけを想定 して きた 「放送 ・

メデ ィアの規範性 ・公共性」は再定義 を迫 ら

れてい るのだ。

二つの論考は,市 民 を トリガー として,放

送体制 に 〈国家,メ デ ィア,市 民〉 とい う三

項関係 を配置す る ことによって,拡 大 ・強化

され た放送体制 の現代的 な矛盾 を制御す る契

機 をみ ようとす る.そ して,そ れをメデ ィア

政策 と してではな く,パ ブリック ・フォー ラ

ム創 出とい う公共空 間論的 コ ミュニケー シ ョ

ン政策 として論 じる点で同 じ視角 をもつ.

国家権力 による メディアや個人に対す る統

制 ・管理の排 除を意味 した古典的な 「言論 ・

表現の 自由」に加 え,市 民のプ ライバ シー保

護 と市民の 「知 る権利の保障」を折 り合わせ

つつ,い か にメデ ィア権力の 「言論 ・表現の

自由」 に規 制をかけ,市 民的公共 圏を形成す

るかが現代 的な 「言論 ・表現 の 自由」の内容

であ る.「 古 くて新 しい課題」の所以であ る.
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黄論文の認識 のベ ースは,強 い 「国家的公

共性」の構造 を指摘す る 「放送 の公共性」論

で あ る.即 ち,日 本 で は 「公 共放 送(=

NHK)と 民 間放送」 という構 図は,「官 と民」

とい う構造 と読み替 えられが ちで,公 共放送

の 「公」 と国家や官の 「公」の区別が曖昧に

な るとい うものであ る.こ のようなエリー ト

主義に基づ く 「放 送の公共性」言説が制度や

文化 を支配す る一方,「 放送 の 自由」 の名の

下に 「制限な き商業主義」が氾濫するとい う,

「エ リー ト主義 と大衆 主義の共謀状況」が放

送界の見取 り図 として示 される.

筆i者は,こ うした状況下での多チ ャンネル

化 は,「 市場 での個人の合 理的な交換行為は,

個人の好 みだけが反映 され,社 会構成員の福

祉向上 のため の集団的要求には無関心 である

とい う問題 をはらんでいて,民 主主義社会に

おいて必要 とされ る様々な社会階層や集団な

どによる意見の多 様性,思 想の多様性の実現

には甚 だ遠い ものではないか」 とい う.多 チ

ャンネル化は 「趣 味や趣 向(ジ ャンル)の 多

様化」 にす ぎない と主張す るのである.

筆者 は,こ れに対す るメデ ィア政策 として,

国家 と放送事業者 だけで な く市民 の介入を保

障す ることだけでは足 りず,こ の問題 を社会

全体の コミュニケーシ ョン環境 の文脈で検討

す ることを提起 している.こ れは続 く津 田論

文の出発点 と して引 き継がれる.

津田論文 は,商 品化,巨 大化,権 力化 した

マ ス ・メデ ィア に対 して,「 パ ブリック ・ア

クセス(市 民が 企画 ・製作す る放送)」 が,

コ ミュニティと市民に開かれた 「フォー ラム

としての役 割」,「社会的合意を形成する機能」

を回復 させ る と論 じる.

この点 に関する先進 国の教訓は,① 報道内

容の客観性,公 平性,多 様性 に加 えて,放 送

内容や事 業 に対す る市民 やNPOの アクセス

権 や参加 システムを保障す ること.② 国家 と

個人 の問に コ ミュニティや非営利 団体 をしっ

か りと位置づけるこ と.③ 国家や コミュニテ

ィ ・個人 ・団体 間の相互理解,合 意形成の場

として市民放送 によるパブ リック ・フォーラ

ムを配置 し,技 術 ・財政的援助 の仕組みを講

じ る こ と,だ と い う.

この 目標 か らみれば,日 本では,市 民 メデ

ィアの機能が最 もよく発揮 される場 としての

「地域」 にお いて も,自 治体の認識はあ ま り

に低いのが現状 だ.CATV会 社 に出揖 し,コ

ミュニテ ィ ・チ ャンネルを確保 して市民制作

番組を放映す るこ となどがメディア政策 と解

されている.し か しそ こでは,小 中学校 にお

ける 日の丸 ・君が代,歴 史教科書の採用,原

発,基 地,産 業廃 棄物処理場 ・ごみ焼却場建

設問題,再 開発事業,高 層マ ンション,ホ ー

ム レス問題 とい った地域社会の争点は,常 に

「自治体 の政治 的中立性」の観点か ら慎重 に

除外 されてい るはず だ.ナ シ ョナルな レベ ル

での放送体制 が 「エ リー ト主義 と大衆主義の

共謀状 況」 とすれば,評 者は,ロ ーカルなレ

ベルでの 「真空型公共性 と大衆主義の共謀状

況」の構 図を示 してみたい.こ れは,相 対的

上位関係 を表す 「公」 とともに,「 私」 の集

合の不在=真 空=「 公」 とする,日 本の 「公」

の もう一つの用法 に も合致 している.

富野論文は,自 治行政 の停滞 ・閉塞の原因

を,今 日の 自治体 の規範 と実態のギャップに

求め,2000年 分権 の限界 と絡めて展 開す る,

自治行政 と市民運 動双方の現場 を知 る筆者 の

面 目が躍如 する論 考である.筆 者 はこれを打

開す る方 向 と して,「 地域 社会 にお ける 「公

共性」の解体 と再構築 を内容 とす る地方 自治

改革」 を提起す る.こ れ はコンセプ トとして

はバース ト ・ガバ ナ ンス論の 「市民社会の再

公共化」 に似 ているが,① 日本の場合 は再公

共化でな く公共化であ ること,② 地域産業空

間論や社会経済的企業論 として展 開す るので

はな く地方 自治改革論 として展開 しなければ

ならないところに日欧の歴 史的かつ決定的な

差がある.

ともあれ,本 論考は全体 として,自 治体公

共空 間にお ける政府,自 治体,市 民,と い う

三者の現在 の位置関係 を明快 に示 している.

①負 の方向 には 「政府」=今 般の分権 は,

戦後期行財 政改革 が果た し得なか った 「遅れ

て きた改革 」(国 か ら地方へ とい う行政問の

事務 と権 限の再配分)で しかない.② 正の方
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向には 「市民」=多 様化 ・多元化する公益活

動 の主体 として 「現代 的分権」 を要請す る.

これ ら両者の問に,③ 国家公務員制度改革や

独立行政法人化 を範 とす る組織改革,市 町村

合併,NPM,業 務 の民間委託等 々,外 圧 的

な地方版構造改革 に よって真の 自己革新 を迫

られている地方 自治体が位置 している.こ れ

は もう,「 自治体の ア イデ ンテ ィテ ィ ・クラ

イシス」 とよび うる状 況 に近 いので はない

か.

その背後には,議 会のオール与党化傾向の

もとで政策論議 を控 え,効 率的 自治体経営 を

標榜すれば票 になる とい う草の根の政治状況

もある、 しか し,評 者 はここで,殆 ど全ての

自治体改革論や社会運動論が,NPO/NGOと

の連携 を強調す る ものの,市 民セ クターに呼

応す る自治体 内部 の公共 圏形成の重要性を見

ていないこ とを指摘 したい と思 う。

今般の分権 の限界 を乗 り越 え,自 治行政 と

住民運動 を結びつけ,分 権 を自治の充実に結

実 させ るためには.新 しい市民運動 に期待 し,

環境整備に努めるだけでは十分ではない。福

祉 ・公害 ・都市 開発分野等 において 自治体施

策が政府 を先導 し,職 員が使 命感 と意欲に満

ちて いた70年 代革新 自治体 の意義 と限界を

分析 し,こ れ までの公務労働論 を 「新 しい公

共性 と民主主義」 の成果 を取 り込んで改訂す

る必要 を痛感す る.

村 山論文は,自 治行 政における積極的な市

民参加を具体的に制 度設計す る方法 を通 して

日本 の公共性 を考察す る.筆 者の立論のベー

スには,日 本における民主政 システムの特徴

と して,「 市民 に とっては,自 らの支持 や要

求が どうなってい くのか とい う入力への関心

(入力型民主政 の システム)よ りも,国 や 自

治体 の政策や決定がいかなる ものか という出

力へ の関心(出 力型民 主政 のシステム)の 方

が強い」 とい う認識がある.そ こか ら,市 民

参加の制度デザイ ンは,政 策 とその決定プロ

セスについての行政の説明や政策の実施評価

に焦点が合わせ られ,出 力型民主政 システム

に関する各国の先進事例が豊富に例示 される.

これは富野論文の提起に応答するものであ

り,評 者 はその成果を高 く評価する ものであ

るが,出 力型民主政 システムの制度設計へ の

市民 の関心の高 ま りを,日 本の民主政文化 の

特徴 か ら理解する という筆者の認識 には違和

感を覚 える.そ れは,日 本の政治文化 に よっ

て説明され るよ りも,市 民運動 と出力型民主

政システムが連動す るメカニ ズムを必要 とす

る段 階 に入 った ことで 説 明 され る もので あ

り,長 谷川[2003]全 体がその根拠 を示 して

いる.

つ まり,市 民運動が 交渉力,政 策提 案能力

をつ けるに伴い,行 政 の閉鎖性 ・非民 主性 を

こじ開けて きた とい う運動の成果 として説 明

す る方が事 実 関係 に即 してい るので は ない

か,多 くの市民 ・住民 が,自 分たちの運動の

前に議会 という名の多 数決民主主義が立ち は

だか って きたとい う苦 い思いか ら,そ れに遡

る手続 き的民主主義へ の検証 に向か ったので

ある.

運動 団体の間では,筆 者がいう 「政治文化」

を運 動の弱点 と自覚 し,む しろこの弱点 を積

極的に克服 しようと,挫 折の運動経験 を交流

する ことで公共空間での対話 に必要 な資質 と

技法 を身に付 けようとする取 り組み も始 まっ

ていることに注 目したい。

松 下論文 は,経 験 的な比較分析 の視点 を導

入 して,多 様な途上国世界 におけ る 「民主化」

の実態 に即 して,西 欧起源の概念であ る 「民

主化」や 「民 主主義」を検証す る ものであ る。

これは,欧 米基準の 「公共性」ス タンダー ド

に異 議 申 し立てする ものであ り,第1部 の対

抗的公共 圏を も相 対化す る.ま た,「 テロの

温床 の絶滅」 と 「イラクの民主化」 とい う大

義 を掲 げた今般の イラク戦争 を検証す る重要

な視 点を提供 している.

筆者 は,ま ず,途 上国 における民主化 を,

①欧米主導 の国際金融 機関 と,② 自国の政治

エ リー トに頼 ることの問題点 と限界 を指摘す

る.途 上 国政府 は,IMF等 が半 ば強制す る

(政治 的 自由や民主主義 と調和 す る と標 榜す

る)構 造調整 プログラム を,反 民主的方法 を

用いて実施す るな ど,む しろ市民組 織の創出

において否 定的な誘因や契機 となってい ると
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し て.

また,エ リー トが提 唱す る伝統的民主主義

論は,① 民主主義 を制度 ・手続 き領域 に限定

する制度的民主主義であ り,② 機能性や効率

性 の追求 に駿小化する 「支配 の技術 としての

民主主義」の側面 をもっている とい う.筆 者

は これ を,「 新 自由主義的」市 民社会論 と表

裏 一体の 「市場 民主主義」論であ り,西 欧的

バイヤスの産物である とす る.そ してその背

後 には,「 西 欧の経済的 ・開発 的モデルのグ

ローバ ルな強制」がある と主張 し,そ れに代

わ るオール タナテ ィブ として,ブ ラジルの政

治学者 レオナ ル ド ・アブ リツ ァーの公共空間

型民主主義論を紹介する.

それは,ブ ラジルの参加型予算編成や メキ

シコの選挙監 視運動の経験 をふ まえて,「 公

的(社 会的)レ ベル に現 れ た民 主的実践 を,

参加型公衆 を通 じて政治社会的制度 に転換 さ

せ るこ と」 に よって,〈 国家一 社会〉 関係 を

いっそう民主化 させ ようとす る ものであ る.

これは,本 書の了解事項 と目される 「新 し

い社 会運動」が先導する公共性の拡大 と民主

主義確立の可能性 とい う公共 圏論の枠組みで

あ り,本 章 は,途 上国にお いて もそれが有効

に機能す る地盤が形成されてい ることを示す

ものである.

長谷川公 一著 「環境運動 と新 しい公共 圏」

は,環 境社会学の視点か ら公害反対運動 と住

民運動 には じまる日本の環境運動の構造 と動

態 を分析 し,そ の延長線上 に現代 日本の環境

運動 とそれが担 うべ き 「新 しい公共圏」 につ

いて考察 した力作,労 作であ る.最 初 に,ア

メ リカで,そ もそ も環境運動が環境社会学 を

生 み出 した経緯 もふ まえ,「 環境 社会学 のパ
ースペクテ ィブの独 自性 は環境運動の分析 に

ある.」 と学問的アイデンティティが示 される.

本書の前半は,1990年 代に組織化 と制度化

がすす んだ環境社会学 の内外 の研 究動向 をふ

まえて,2000年 代以降を斯学 のセカン ド・ス

テー ジと規定 し,課 題を提示す る学問論(1

環境社会学の問題構 成)と,日 本の環境運動

に関す る理論的 ・概括的考察(H環 境運動の

社会学)に あて られ,環 境経済学や環境法学

との差別化が強調 される.

後半は,1970年 代以降の産業公害から地球

温暖化問題に至る4事 例の実証分析 をふまえ

た日本の環境運動の歴史と問題構造の概括お

よびその到達点の提示(皿 環境運動の展開).

最終部分は,環 境運動の変容と成熟,そ れに

対応する環境問題 と環境政策をめ ぐる公共圏

の構造 転換に焦点をあてた現代社会論(IV市

民セクターと公共圏の変容)で ある.

筆者 は,本 書のすみずみ まで意 を用 い,膨

大 な知見 や先行研 究 で多 面的に論 を補 強 し,

環境社会学 の理論的到達点に則 って,現 場 を

起点 とした 自説 を展 開 してい く.環 境社会学

の膨大 な問題構制 をバ ックに しつつ も,筆 者

の一貫 した問題意識 と提起が貫かれている点

で,本 書が,筆 者の業績の集大成 とい うにと

どまらず,環 境社会学の組織化 ・制度化 を担

って きた一人 として,学 会 と現場へ の貢献 を

め ざそうとする筆者 の気迫が伝わって くる.

1.「 環境運動 と公共 箇」'という視角一

社会学のアイデンティティにたち戻って

筆者 は,長 年 にわたって地道に追い続けて

きた4つ の公害反対運動 ・環境運動 を詳細 に

分析 し,そ れぞれの運動の構造的特質,限 界,

課題を整理 した うえで意味 を付与する(皿).
・70年 代:公 共 圏 としての名古屋新幹 線公

害訴訟(第7章)
・80年 代1新 しい社会 運動 としての反原子

力運動(第8章)
・90年 代:日 本 初の住 民投票 と しての巻町

の住民投票(第9章)

・2000年 代:政 策 ・運動 ・ビジネスの相互

浸透 ・コラボ レー シ ョンとしての グリーン電

力運動(第10章)一 である.

個 々の事例 の意味 と意義 は本文 に譲るが,

筆者 は,4事 例 の類 型化 と時代 ・段階区分 を

とお して環境 運 動 の変容 と成熟 を示 してい

る.こ こか ら く対決型か ら例示的実践 を通 し

た事業 ・政策提案型へ〉 とい う日本 の環境運

動の道筋が筆者 の主張 として示 される.
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公共圏論の視角か らい えば,そ こには,国

家的公益性 ・公共性が は らむ政治的仮構性の

暴露,議 会制民主主義 を補完す る直接民主主

義 の起動,市 民 的公益性の具現化 とい う里程

標 が確認で きる.こ のプ ロセ スは,「 価値観

と利害 を異 にす る問題の関与者が,理 性 的に

議論 しあいつつ接点 を見 出 し,徐 々に合意形

成を積み重 ねていけるような場 と制度 を自ら

つ くりあげてい くこ と」 を意味する。筆者 は

これを 「新 しい公共圏」 と呼んでいる.

この場合,「 環境運動」 と 「市民 的公共 圏」

を結 びつける ものは,表 面的 には,環 境社 会

学において確立 されているコ ミュニケーシ ョ

ン論 的アプ ローチに よる もの とい うことにな

ろうが,よ り根 本的には,社 会学 という学問

には,そ の形成 の契機 か ら,そ もそ も公権力

への対抗 とい う動機 つ ま り,市 民的公共圏

の理念が存在 していた ことが ある;

筆者はまた,日 本の環境運動 の課題 として,

前半部では,欧 米 と比較 した場合の最大の艦

路 として入的 ・経済的資源 の動員の困難 さを

あげ,そ の要因 として,① 日本の政策決定過

程(政 治的機 会構 造)の 閉鎖性 と,② 「告

発 ・抵抗型の運 動」 とい う硬直的なフレー ミ

ングをあげる。

② は(⊃に よって反射 的に規定 された もので

ある。筆者 はこの経過 を,「 閉鎖的な計画 決

定過程 においては,批 判 的な社会運動 は 「告

発 ・抵抗 型の運動 」 に とどま りがちであ り,

建設的で実行可能な対 案提示能力 を高めに く

い,日 本における社 会運動 ・環境運動 は長い

間この ような性格 か ら脱却 で きなか った.」

と述べてい る.筆 者は,政 党 や労働組合に よ

る硬直的な フレー ミングに退場 を迫 り,社 会

的ニーズを受け止め,発 掘す る柔 らかい感受

性(文 化的 フレー ミング)を 市民運動 に期待

す るが,そ れは,社 会学の創始者たちが市民

社会の潜勢 力 に期待 し,こ れを解 き放 とうと

企てたことと一致す る.

後半部で は,環 境基本法 や特定非営利活動

促進法の制定,国 際化 ・情報化 などを契機 に,

日本 の環境 運動 や環境NGOINPOも,組 織

性 と専門性,政 策志向性 を強めつつあるとし

て,1980年 代後 半以降の欧米で盛んになった

ように,政 府 ・行政,企 業 との間で,環 境運

動が従来 のような敵対 的な関係に とどまるこ

とな く,コ ラボ レーシ ョン(領 域横 断的で対

等で限定 的な協働作業 ・関係)を 構築す るな

かで政策転換 を進めてい くことが課題 だ とす

る.

そ こには,1990年 代以降の環境運動の成熟

に対応 した公共圏の変容 を念頭 において,環

境運動 の焦点 はリスク回避 とスケール ・デメ

リッ トの回避 にある として,小 規模 分散型 の

自然エネルギーに依拠 した分権的な社会の構

築をめ ざす欧米の環境運動や持続可 能な まち

づ く りを先導的試行 として,日 本で も,国 家

と独 占企業 を敵手 とす る原子力問題 の ような

対決 ・イッシュー型 の分野 においてす ら,自

然エ ネルギーの普及をめざす グ リー ン電力運

動 とい う政策志 向型 の新 しい タイプの運動

(例示的実践)が 登場 して きたことがある。

2。 コラボ レーシ ョン1そ の1環 境社

会 学のアイデンテ ィテ ィとの関連 で

筆者は,環 境社会学 のアイデ ンテ ィテ ィ問

題に紙数以上 に多 くを投 入 してい るが,そ れ

は,学 問論 とい う以上 に本書 の結論 を決定的

に方向づけている。ア イデ ンテ ィテ ィを念頭

にお いた本書の…貫す る問題意識 は,「 環境

社会学 も,〈 現場〉の運動 の変化 に対応 して,

政策分析 能力 ・政策決定過程 の分析能力,さ

らには,政 策形成能力 と政策構想能力 を高め

てい くべ きであ る.」 との主張に尽 くされて

いようが,そ れ は環境 経済学や環境 法学 を強

く意識 した ものであ る.環 境社会学が提起 す

る政策 とは,二 学の ように,「市場」,「権利」,

「法」 とい う外在的 な強制 力 をとお して人 々

をコ ン トロールす るものでな く,自 らをその

うちに含む 「市民的公共圏」 で合意 された決

定を受 け入れる ものであることがポ イン トだ.

その観点か らすれば,環 境社会学が コラボ

レー シ ョ ンを提 起す るこ とは十 分納 得で き

る.し か し,評 者 は,コ ラボ レー シ ョンの今

日的意義 と,提 起 されるに至 った筆者の実証

研究,現 状認識,時 代予測の妥 当性 を支持 し,

文化 ・芸術 の分野では手 ごたえを感 じるもの
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の,環 境問題解決 において どれだけの政策 プ

レゼ ンス を占めるこ とがで きるかは予測 しえ

ない.

なぜ な ら,〈 公害反対運動 →原発 反対運 動

→ グリー ン電力運動〉の線 での環境 運動の発

展過程 と欧米でのダイナ ミックな 〈コラボ レ
ーシ ョン〉 の諸事例 は説得 的だが ,① 市民セ

クターの主体 的条件 に依拠 し過 ぎているので

はないか,② コラボレーシ ョンにおける共有

利益の内容 と情勢が極めて状況依存 的ではな

いか,と の疑問 をもつか らで ある.

結局の ところ,実 践 を通 じて有効性 を確 認

す るしか答 えはないが,対 応策 も考慮 しつつ,

運動 としては,創 造的な例示的実践 をうみだ

す こと,コ ラボ レー ションに至 るパ ー トナー

シップの経験 を積み重ねること,社 会 として

は,税 制や ボラ ンティア活動のための時問の

保 障等,NPOを 支 える環 境整備 を図るこ と

が課題であろ う.

率 直に言 って,評 者 は,コ ラボ レーション

が一面的に強調 されてお り,ま た,期 待 され

す ぎではないか との印象 をもつ と同時 に,コ

ラボ レーシ ョン以外 の政策や展望 は該当す る

学 問分野が示すべ きであ り,そ のことには当

然,合 理性 と限界 があるもの として納得 もす

る.そ れゆえに,環 境三学会が環境政策を焦

点 に した対話 を試みているので もあろ う.

ただ し,環 境社 会学 における,あ るいは社

会学 の他の アプ ローチ における コラボ レーシ

ョン評価 はいかなる ものかについては関心が

ある.な ぜ なら,本 書では,例 えば,被 害構

造論や受益 圏 ・受苦 圏論の扱 いは 〈公害反対

運動→原発 反対運動→ グリー ン電力運動〉 と

い う単線型発展段 階経路の うちに,社 会学の

アイデ ンテ ィテ ィは(筆 者が定義す る)環 境

社会学のア イデ ンティテ ィの うちに吸収 され

て しまったかの印象を受けるか らである.

3.コ ラボ レーシ ョン=そ の2― 単線的

な運動ステージ論への疑 問

山[]編[2003]で は,書 き手の人数 と分野

が多数 にわたるため,公 共圏論や公共性論の

推進基軸 として,「 新 しい社会 運動が先導す

る公共性 の拡大 と民主主義確立 の可能性」 と

い う了解 はあ る ものの,考 察,論 理,展 望,

政策への力 点の置 き方や,そ れ らの論理整合

性,あ るいは支持 されるべ き公共性の うちで

も,何 が古 くて何が新 しいのかは問われなか

った.

しか し,長 谷川著[2003]で は,「 環境 社

会学が組織化 と制度化 とい うフ ァース ト・ス

テージを超 えて,政 策研 究な どが重視 され る

セカン ド ・ステー ジを迎 えているという課題

認識の もとに,環 境 問題 と環境政策 を媒介 し,

新 しい公 共圏 を担 う環境 運動 に焦 点 をあて

て,環 境運動の変容 とその展 開の可能性 を社

会学的に分析 ・展望 し,セ カンド ・ステー ジ

の環境社会学の新た なパースペ クティブを切

り拓いて い きたい.」 と述べ る⑦ 〈学 問 とし

ての発展段 階規定〉 と,欧 米の環境運動の動

向を根拠 に,「 テ クノ クラー トと社会運 動,

計画 と運動 を対峙する 「新 しい社会運動」 の

図式 は,フ ァース ト ・ステージにこそ適合 的

だった」が,「 体 制内 に参入 し政府 や企業体

の政策決定過程に深 く関与 し,体 制 内部で変

革のオール タナテ ィブを提起するセ カン ド・

ステージにおいては,テ クノクラー トと社会

運動の多様 な協力 関係(コ ラボレー シ ョン)

が,共 生社 会=成 熟社会 に向けての システム

のつ くりか えの原動力 である」 とす る② 〈運

動 としての発展段 階規定〉 と,③ 日本社会の

現実,の 三者は正確 に対応 しているのであ ろ

うか.「 政策」 としての コラボ レー シ ョンの

評価 はそこにかかって くる.

歴史的,政 治的に欧米 と比べてみた場合 の,

日本 における市民社会形成の圧縮 されたプロ

セスと主体形成の問題 をもっと考慮すべ きで

はないだろうか.

また,運 動論的 には リニ アな方 向提示 は,

限 りな く魅力 的で はあ るが,運 動 と地域 コ ミ

ュニテ ィの多様性,独 創性への配慮 を残す必

要はないか.

環境 問題 の深刻 さと産業起源の汚染,浪 費

奨励型の市場,行 政の閉鎖的体質,長 時間労

働 と過労死 を強い る日本型企業社会等 々にみ

る 日本の現状 は本当 にセ カン ド・ステー ジに

対応するの か.日 本型企業社 会の修正 な くし

一136一



書 評論 文 「新 しい公共性 そ の フロンティア』,「環境 運動 と新 しい 公共圏』

ては,ボ ラ ンテ ィア活動 を支 える自由時 間は

保障 されない.環 境 運動は政 治的有効性,政

治過程にお ける影響 力 もあわせ て問い続 ける

べ きで はないか.自 治体 レベ ルで は市民 運

動 ・住民運動か ら首長 を推す動 きが広が って

きた とい うものの,国 政 レベルでは 「緑 の党」

はい うまで もな く,総 選挙 で も環境は争点 と

ならなか った.

筆者が 「環境経済学や環境法学が技術論的

で道具的であ るの に対 して,社 会学者の発想

は 自生的で あ り,反 省 的であ る.」 と述べ る

ように,環 境経済学 は,私 益の追求が全体 と

して公益 に帰着す るメカニズムを追求 し,各

セク ターの利 益最大化 の均 衡点 を重視す る。

これ に対 して社会学 は,「 近代社会の 自意識」

として,テ クノクラシーへの対抗力 を追求す

るす ぐれ たマ イン ドを もってい る。そ こに,

近代社会に対す る批判 とともに,そ こに生 き

る 「大衆」 であ るこ とへの 自己批判の観点が

住み,そ れが 「公衆」,公 共 圏が形成 される

契機 となる の で は ない だ ろ うか 。評 者は。

「告発 ・対 向型 の 運動」 の変 わ らぬ意義 を,

今 日的な方法 で表 出す る とい う課題の重要性

についてあ らためて強調 したい と思 う。

4.NGOINPOの 発展の条件 を問 う一期待

と現実のギャップ,専 門家との関連で

評者が唯一,物 足 りな く思 うのは,本 書が

く行政 ・市 民 ・企業 〉が連携す る客観的基盤

としての歴 史的条件 に紙数が割かれていない

ことである.こ れを欧米 との比較でみてみた

い.

筆者 もい う ように,〈 行政 ・市民 ・企業〉

の相互関係 は各 国 とも濃密 な長い歴史 をもっ

ている.欧 米では,共 同体主義的,社 会改 良

主義的,新 自由主義 的 とい った多様 なNPO

の特徴 が観察 され る.市 民 革命 を経験 せず

NPOと 不可 分 な市民社 会 は未成熟 な段 階に

ある 日本 と較べ て,欧 米にはそれぞれの歴 史

的経緯に発 して古 くか らNPOが 組織化 ・制

度化 されて お り,① 資 金調 達,② 人材確保

(専門家の存在 を含 む),③ 内部マネジメン ト

の蓄積があ り,NPOを 広 く支 える社会 的 ・

経済的マイ ン ドと支援税制が存在す る.

伊藤裕夫が以下述べている ように,ア メリ

カのNPOを 支 える資源は,今 日では市 民の

善意 だけでな く多分 に政策的,功 利 的要素が

少な くない.と くに人材 については,第 一世

代の慈善的なマイ ン ド,第 二世代 の社会改革

的思想へ の共 感,今 日の第三 世代 の キ ャリ

ア ・ア ップ ・バ イヤス な ど多 様 な動 機 に従

い,活 発 なボランティアがNPOを 支えている.

日本 と比較 した場合,ホ ワイ ト・カラー層

の参加が多い ことが特徴的だが,そ こには専

門的職能 を前提 に,自 ら専門的知識 と経験 を

積 まない と雇用機会が得 に くい とい う事情が

ある。とくに若 い世代に とって は,実 務経験

人脈づ くり,情 報収集等のため に自分 のめ ざ

す分 野で ボラ ンテ ィア をす るこ とは普通 で,

失業率の増加や情報 ・環境 など新 ビジネス分

野が広が るなかで,そ の傾向 は際立 っている

とい う.サ ー ビス活動や事務 を手伝 うボラ ン

ティア.NPOの 運営 に責 任 を負 う理事 ボ ラ

ンテ ィア,知 識や技術 を有す る専門ボラ ンテ

ィア等 々がいる。

筆者 は,日 本の環境運動の力量不足 のか な

りの部分 は専門家の力量不足 だ と述べ ている

が,ア メリカでは,70年 代後半か ら公共 と民

間のパー トナー シップによるコ ミュニテ ィ開

発 ・都市 開発が隆盛 した経過 もあ り,コ ラボ

レー ションの核 となるパー トナー シップにつ

いて,既 に豊冨な経験 と多 くの実務 的知識 と

理論 を蓄積 し,制 度と体制が整備 されている。

他方,欧 州諸国では,歴 史的起源の様 々な

形態で活動 している財 団や社 団,公 益信 託等

があるが,80年 代以 降の福祉 国家の危機 を契

機 として,そ れ らが社 会政策 的に再編の対象

とされ,そ の ことが社 会に大 きな影響 を与 え

てきた.状 況や制度は国ごとに大 きく違 うが,

イギ リスでは社会福祉 部門の営利 ・非営 利両

部門 を含めた民間化が,フ ラ ンスで は地方分

権化 に伴 う社会サー ビスの新 しい担い手 の開

発が,NPOへ の認識 を高めた とい う.

さらに,途 上国問題 や地球環境問題な ど新

しい社 会問題の出現 がそれに拍車 をかけるな

かで,古 くか らの慈 善団体,地 域団体,職 能
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団体 を広 くNPOセ クター と して認識 し,社

会的 な役 割 を確 立 しようとい う動 きが,政 府

側か らも地域 ガバ ナ ンスを論 じる側か らも生

じている.

とくにイギ リスで は,政 府 は,NPOを 政

府の補助 的 ・補完 的なものか ら政府の代替的

な役割 を担 う ものへ とシフ トさせ る方向で,

NPOと のパー トナーシップを政策的に進めた.

また,EU産 業政 策においては,そ の 「社

会的側面」の一つ として,中 小企業政策には,

協同組合 ・非営利組織 まで を含 む幅広い視野

と対象 をもっている.欧 州 におけるコラボ レ
ーシ ョンの前提 には,歴 史的実態 と しての市

民社会の上 に今 日的な政策基盤が確固 として

存在 す るの だ.(誤 解 はない と思 うが,評 者

は,公 共サー ビスの民間化への評価 を離れて,

欧米のNPOの ダイナ ミズム と比べ,日 本 の

NPOが 自治体の個 々の施 策 を補完 ・補充す

る もの と して利 用 されて いる現状 をふ まえ

て,NGOINPOへ の期待 と現実のギャ ップの

背景 を述べている.)

以上,縷 々述べて きたこ とをふまえるな ら

ば,評 者 は,本 書が提起す るコラボ レー ショ

ンについては,内 発 的発展概念がそ うである

ように,そ の政策的操作性や有効性 を問 うよ

りも,市 民運動 ・環境運動 に未来への方向を

示 し,人 々を励 ま し,創 意 工夫 をひ きだす

「運動」 としての意義を高 く評価 したいと思う.

本書評が と りあげた二冊 は,問 題意識,テ
ーマ,論 点,主 張において共通す る部分 が限

りな く多い.本 書評 が心が けて きた ように,

二冊 をコ ミュニケ ィテ ィヴに,相 補的 に併読

するこ とで,そ れぞれの良さが最大限に発揮

される と思 う.そ の とき,読 者は,市 民セク

ターこそが新 しい 「フロ ンティア」であるこ

とを確信 されるで あろ う.

(以上)
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